
委員区分 所属名 職名 氏名

1
(1)幸手市長又はその指名する者

幸手市 総合政策部長 春田
ハ ル タ

　松司
ショウジ

2
(2)当該運賃等を定めようとする一般乗合
旅客自動車運送事業者の代表 (有)共和タクシー 代表取締役 明野

ア ケ ノ

　真久
マサヒサ

3 幸手タクシー(有) 所長 酒井
サ カ イ

　昭
アキラ

4
(3)埼玉運輸支局長又はその指名する者 国土交通省関東運輸

局埼玉運輸支局
首席運輸企画専門官 高木

タ カ ギ

　純子
ジュンコ

5
(7)住民又は利用者の代表

幸手市区長会 会長 出井
イ デ イ

　保信
ヤスノブ

部長 金子
カ ネ コ

　信作
シンサク

課長 野川
ノガワ

　昌仁
マサヒト

令和６年度第１回幸手市地域公共交通会議運賃部会 席次

令和6年度幸手市地域公共交通会議運賃部会 部会員名簿

事務局
幸手市
市民生活部
くらし防災課

関東運輸局埼玉運輸支局

首席運輸企画専門官

高木 純子様

幸手市区長会

会長 出井 保信様

部会長（総合政策部長）

春田 松司

事務局（市民生活部長）

金子 信作

事務局

野川

有限会社共和タクシー

代表取締役 明野 真久様

幸手タクシー有限会社

所長 酒井 昭様


